
宿泊施設（旅館業法によるもの）

キャンプ場

飲食店（レストラン、カフェ等）

小売店舗

（お土産販売、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等）

認可必要（公園事業） 許可必要（公園事業以外） 同左

●宿泊施設

・山麓を含む主要展望位置から見たスカイライ

　ンから大きく突出することのない高さ

・屋根は3/10以上の勾配屋根を原則とする

・建ぺい率20％以下

※他のキャンプ場、飲食店、小売店舗について

　は、2019年度中に取扱方針を決定

・摩耶山を第２種特別地域へ緩和

・六甲山及び摩耶山集団施設地区の指定

・見え高13ｍ以下又は既存の高さ以下

・建ぺい率20％以下（敷地面積により異なる）

・容積率40％以下（敷地面積により異なる）

・建築面積2,000㎡以下

・土地の勾配30%以下

・外壁後退

　公園事業道路等：20ｍ以上

　その他の道：５ｍ以上

　敷地境界線：５ｍ以上

・その他、管理計画の「許可、届出等取扱方

　針」に基づく色彩・形状等の規制あり

同左

許可必要 立地不可

　　　 　　　　　2019年度中

ＩＴ企業やデザイン事務

所などの都市型創造産業

に資する事務所等の立地

基準の規制緩和検討

（スマートシティ）

　

許可必要 同左

＜建築物基準＞

・高さ10ｍ以下又は改築前の高さ以下

　→高さ13ｍ以下に規制緩和

　→摩耶山集団施設地区対象拡大

・建ぺい率20％以下

・造成面積が1haを超える場合、切盛土の高さが

　4m以下

・外壁後退は、道路3m以上、その他1.5m以上

・緑地率は、50%以上

・建築物が接する地盤面の高低差６ｍ以下

・木竹の伐採は建築や宅地造成の必要最小限度

　　　　　　　　　　　　　 2019年度中

・緑地率

・地盤面の高低差

自

然

公

園

法

六甲山・摩耶山における主な法規制と今後の規制緩和の方向性

青字：規制緩和済及び2019年４月より緩和する内容、赤字：今後の規制緩和の検討内容

民

間

事

業

者

に

よ

る

活

用

事

例

別

宿泊施設

会員制ホテル、企業保養所等

創作施設（工房、アトリエ等）

個人山荘

オフィス

※上記、規定の詳細については、該当法令をご確認ください。　※このほか、建築基準法、建築基準法、砂防法等の関係法令があります。

都

市

計

画

法

許可不要

（公園事業の認可の確認のみ）

＜立地基準＞

・既存の建築物の建替え等のみ対象→新築可能

・都市計画法許可申請前に市長同意必要→不要

・摩耶山集団施設地区対象拡大

※別途、技術基準も満たす必要あり

風

致

条

例

許可不要

（通知のみ）
同左

基準として問わない 

進 化 し 続 け る   都 市 山 ・ 六 甲 

※ただし、都市計画法（市街化調整区  

   域）において、オフィスの立地不可 

資料５ 


